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３ 京都議定書の目標達成に向けた地球温暖化対策の強化について

（環境省・資源エネルギー庁）

 
「京都議定書」が地球温暖化防止京都会議での採択以来， 7年の歳月を

経て，去る 2 月 16 日にいよいよ発効いたしました。人類は今，青く輝く

水の惑星「地球」を未来に引き継ぐための新たな出発点に立っています。

本市では，全国自治体の先駆けでありたいとの強い思いを持って，いち

早く温室効果ガス排出量 10％削減を目標に掲げ，市民や事業者との連携の

下，京都発の環境マネジメントシステム「ＫＥＳ」認証制度の創設をはじ

め，使用済み天ぷら油をごみ収集車や市バスの燃料として再利用する「廃

食用油燃料化事業」や「住宅用太陽光発電普及促進事業」，「京都市地球温

暖化対策条例」など，先進的な取組を展開し，地球環境問題への取組を積

極的に推進してまいりました。現在，こうした取組は着実な成果をあげつ

つあり，全国からも注目され，高く評価されるに至っております。 

国におかれても，京都議定書目標達成計画を策定されたところであり，

今まさに，国，地方を挙げて，更には世界が一つとなって，温室効果ガス

の排出削減を成し遂げなければなりません。 

そこで，京都議定書採択の地である京都から，次の提案を行います。 

提案事項 

１ 京都議定書目標達成計画に規定される「地方公共団体が実施する

ことが期待される施策」に対する財政支援の充実 

２ 地方公共団体の地域推進計画の策定及び地域特性に応じた自主的

な取組を促進するための誘導策や支援の充実 

３ 中小事業者の温室効果ガス削減に向けた設備改善等に伴う経済的

負担を軽減する等の取組誘導策の創設 

４ 地方レベルで地球温暖化問題に取り組む地域協議会の運営や取組

に対する財政支援の充実 

５ 環境保全活動や交流拠点となる施設運営に係る財政支援の充実 

主な提案先：環境省（総合環境政策局環境計画課，民間活動支援室，環境教育推進室，地球環境局地球

温暖化対策課），資源エネルギー庁（省エネルギー対策課，新エネルギー対策課） 

京都市の担当課：環境局 地球環境政策部 地球温暖化対策課長 岡田憲和 TEL 075－222－3452 
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＜京都市の取組・現状＞ 

 

１ 本市の温室効果ガスの排出状況  

 
 1990(基準)年 （万トン－ＣＯ２） 2001 年 （万トン－ＣＯ２） 増減  （万トン－ＣＯ２） 

産業部門   ２０３ １３３ △７０

運輸部門 １６９ １９９ ＋３０

民生・家庭部門 １７４ １８６ ＋１２

民生・業務部門 １８８ １９３ ＋ ５

その他 ３５ ４２ ＋ ７

二酸化炭素 小計 ７６９ ７５３ △１６（２％減） 

その他のガス ３６ ４５ ＋ ９

温室効果ガス総計 ８０５ ７９８ △７（0.9％減） 

 
 
２ ＫＥＳ認証取得の状況    

                                   

 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

ステップ１     ８３    １５４    ２０６   ２６９ （１３５） 

ステップ２     ２１     ５１     ８６   １１６ （ ３３） 

学 校 版          ５      ８     ４ （  ３） 

合   計    １０４    ２１０    ３００   ３８９ （１７１） 

         ＊ 京のアジェンダ２１フォーラムＫＥＳ認証事業部認証件数 

        （ ）内は，京都市内取得件数 

 
  

３ 廃食用油燃料化事業 

 

(1) 使用済み天ぷら油の拠点回収実績 

     平成１５年度    １２８，１１８リットル （８２５拠点） 

     平成１６年度    １２５，２７６リットル （８６４拠点） 

(2) 廃食用油燃料化実績 

     平成１６年度（１６年６月～１７年３月）   １３５万リットル 

(3) バイオディーゼル燃料（みやこ・めぐるオイル）使用状況 

     平成１６年度実績    ごみ収集車約２２０台，市バス約９５台 
  
 
４ 住宅用太陽光発電システム設置助成実績  

 
  平成１５年度 平成１６年度 

助成件数 （件）         １７３         １５３ 

助成額  （千円）      ２４，２６９      ２１，９９９ 

出力合計 （ｋｗ）      ５７４．９４      ５２６．５７ 

     
 


